
【 免除における 該当資格】

　 ・ 有機溶剤作業主任者

　 ・ 鉛作業主任者

　 ・ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

　 上記における 技能講習を 全て修了し た者

　 ・ 化学物質の危険性又は有害性等の調査

　 ・ 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に

　 　 基づく 措置等その他必要な記録等

【 免除資格の確認と 証明書類の提出】  

１ ． [ 1] ～[ 3] に該当する 方は、 免除資格にあたる 修了証ま たは免許証を お手元にご準備く ださ い。

　 　 上記のコ ピ ーま たは写真をアッ プロ ード く ださ い。  

２ ． お申し 込みの際は、 7 日以内に仮予約受付メ ールに添付の URL よ り アッ プロ ード し てく ださ い。

　 　 ※7日以内に、 該当資格のアッ プロ ード ・ ご入金を 全て確認でき ない場合は

　 　 　 自動キャ ンセルと なり ま すのでご注意く ださ い。

３ ． アッ プロ ード が完了する ま では「 仮予約」 です。

　 　 提出書類に不備等がなければ「 ス テータ ス 確定」 のメ ールを 送付いたし ま す。

　 　 講習の詳細情報やお振込み口座につき ま し ては、 ス テータ ス 確定のメ ールに記載し ており ま す。

　 　 ※アッ プロ ード が完了し ない場合はお振込み口座の確認ができ ま せんのでご注意く ださ い。

( 免除者における 申込の流れ)

登録( ス テータ ス ： 仮予約)  ⇒必要書類をアッ プロ ード ( ス テータ ス ： 確定)  ⇒ご入金 ⇒申込確定

【 免除者の退室可能時間・ 注意事項】

上記免除資格に該当する 方は、 カリ キュ ラ ム 記載の該当科目が免除と なり 、 該当する 時間帯のみ

退室が可能と なり ま す。 ( ※入退室は、 休憩時間にてお願いいたし ま す。 )

※朝の受付、 関係法令( 9: 10-10: 10) 、 災害発生時の対応( 10: 10～10: 40) のご受講は必須と なり ま す。

　 その後、 免除者と し て該当する お時間のみ退室が可能です。

※免除にてお申込さ れた際、 退室せずに全てご受講いただいても 問題ございま せん。

※退室さ れてから 再度入室さ れる 際は、 弊社立会者がおり ま すので、 必ず再受付を 行っ て下さ い。

※一度退室し た際は、 次の休憩時間になる ま で入室はでき ま せん。

免除該当時間につき ま し ては、 カリ キュ ラ ムを ご参照く ださ い。

※カリ キュ ラ ムは変更と なる 可能性も ご ざいま すので、 各講習ごと のカリ キュ ラ ムをご確認く ださ い。

化学物質管理者選任時講習における 免除資格について

　 衛生工学衛生管理者の免許を 有する 者

免除
番号

[ 1]

[ 2]

[ 3]

免除を 受ける こ と ができ る 者( 免除資格) 免除科目

　 第一種衛生管理者の免許を 有する 者

　 ・ 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等

　 ・ 化学物質の危険性又は有害性等の調査


